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【恵庭市地域防災計画の修正（案）について】 

１．修正の趣旨 

平成３０年７月豪雨や令和元年東日本台風など近年発生した災害の検証及び新型コ

ロナウイルス感染症の発生等を踏まえた防災基本計画の修正等、国の各種制度改正を

踏まえ、令和２年１２月に北海道地域防災計画が修正されたこと等から、恵庭市地域

防災計画の所要の修正を行う。 

２．修正の概要 

（１）北海道地域防災計画の修正に伴う主な修正事項

・道民の主体的な判断・行動のため「自らの命は自らが守る」意識の徹底や、住民 

主体の取組の支援・強化を追記【一般 P1・地震 P1】 

・新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた避難所における避難者の過密抑制な 

ど、感染症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を追記【一般 P2・地震 P2】 

・平常時の備えとして、自動車へのこまめな満タン及び自宅等の暖房・給湯用燃料 

の確保を追記【一般 P3・地震 P2】 

・地域防災力向上のため、体系的な防災教育訓練の提供、学校における避難訓練と 

合わせた防災教育の実施、防災と福祉の連携による高齢者等の避難行動への理解 

促進等に努める【一般 P7～8】 

・市町村が備蓄すべき物資に、マスクや消毒液等の感染症対策等を踏まえた物資を 

明示【一般 P9】 

   ・受援体制の整備について、文言整理【一般 P10】 

・災害時における他の地方公共団体との連携・協力や相互応援協定の締結に努める 

ことの追記【一般 P11】 

   ・要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体制を整備した福祉避難所の指定や、 

学校を指定避難所として指定する場合の教育活動の場であることへの配慮につい

て追記【一般 P12】 

＊【一般】とは一般災害対策編 

 【火山】とは火山災害対策編  

【地震】とは地震災害対策編 

P（ページ）は、各新旧対照表上のペ

ージと対照となっています。 
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   ・市の避難対策として、浸水想定区域などを表示した図面、災害に関する情報伝達

方法。指定緊急避難所等、必要となる事項を記載した防災マップ、ハザードマッ

プ等を作成し、配付その他必要な措置を講ずるよう努めることの追記。【一般 P12】 

また、ハザードマップ等には、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がな 

いこと、避難先として安全な親戚・知人宅も選択肢としてあること、警戒レベル 

４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解 

の促進に努めることの追記【一般 P13】 

・病院や社会福祉法人等重要施設での発災後７２時間の非常用電源の確保について 

追記【一般 P14】 

・非常通信体制の整備推進として、電気事業者が通信の仕組みや代替通信手段の提 

供についての周知、通信障害時の情報提供体制の整備等について追記【一般 P14 

～15】

・災害時、住民に対する情報提供について追記【一般 P18】

・避難勧告等に対する警戒レベルを明確にして、避難行動について具体的でわかり 

    やすい内容とするよう配慮【一般 P20】

・収容避難所を開設する際の安全性の確認や感染症対策として平常時から防災担当 

部局と保健福祉担当部局との連携や、ホテルや旅館等の活用の検討を追記【一般 

P21】

・ホームレスの受入れ、速やかな指定避難所の供与や避難所での良好な居住性の確 

保に努めることを追記【一般 P23】

・緊急輸送が円滑に実施できるよう体制整備に努めること等の追記【一般 P24】 

・ボランティア活動の環境整備について追記【一般 P31】

（２）恵庭市の修正事項 

・恵庭の「まち」全体としての防災意識の向上の追記（北海道胆振東部地震の検証 

に基づく修正）【一般 P1・地震 P1】 

・非常持出用品の備蓄の啓発や平常時の備えとして、自動車へのこまめな満タン及 

び自宅等の暖房・給湯用燃料の確保を追記【一般 P10】 

・相互応援（受援）体制整備計画へ文言修正【一般 P10】 

   ・避難支援等関係者について、表現の整理【一般 P13】 
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   ・外国人に対する対策として、やさしい日本語による広報の充実を追記【一般 P14】 

   ・要配慮者利用施設の指定【一般 P16】 

・業務継続計画（BCP）を一般災害対策編に追加【一般 P16～18】 

・災害時市の広報として、情報連携の一つに「コミュニティＦＭ」を追記【一般 P18】 

・収容避難所における介助犬等についてのスペース確保及び家庭動物のためのスペ 

ース確保に努めることを追記【一般 P22】 

・物資の管理として、協定先への要請について追記【一般 P24～25】 

３．修正内容一覧

①一般災害対策編  

対照表貢  章 該当項目 修正内容 

P1-2 第１ 第３節 

計画の効果的推進 

条例の表現と統一 

防災基本計画の修正に伴う修正 

北海道胆振東部地震の検証に基づく修正 

P1-6 ～

P1-7 

第１ 第６節 

防災関係機関等の処理すべき事務又

は業務の大綱 

北海道電力株式会社分社化による修正 

日本赤十字社「R1.8.30 委託協定書」に基づ

く修正 

P1-9 第１ 第７節 

市民及び事業所の基本的責務 

防災基本計画の修正に伴う修正 

P2-2 第２ 第１節 

自然条件 

データの追記 

P3-2 第３ 第 1節 

恵庭市防災会議 

機関名の修正 

P3-9 ～

P3-12 

第３ 第３節 

防災情報等の通信体制

流域雨量指数機銃値、複合基準値の修正 

用語の定義の追記 

警戒レベルと警戒レベルに位置づけされてい

る防災気象情報、警戒レベル相当情報に位置

付けされている防気象情報の相互関係が明確

に分かるよう修正 

P4-1 ～

P4-2 

第４ 第１節 

防災教育及び訓練計画

防災基本計画修正に伴う修正 

表現の適正化 

P4-5 第４ 第２節 

物資の調達・確保及び防災資機材等の

整備

防災基本計画修正に伴う修正 

表現の適正化 

感染症対策を踏まえた備蓄整備方針の明記 

P4-6 第４ 第３節 

相互応援（受援）体制の整備

相互応援（受援）体制整備計画への文言修正

防災基本計画修正に伴う修正 
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P4-10～

P4-11 

第４ 第５節 

避難体制整備計画

防災基本計画修正に伴う修正 

P4-13～

P4-17 

第４ 第６節 

避難行動要支援者対策計画 

表現の適正化 

防災基本計画修正に伴う修正 

P4-18 第４ 第７節 

情報収集・伝達体制整備計画

防災基本計画修正に伴う修正 

P4-19 

,P4-22 

第４ 第８節 

建築物災害予防計画 

防災基本計画修正に伴う修正 

P4-36 

(新設)

第４ 第１８節 

業務継続計画の策定 

新たに一般対策編に追加 

防災基本計画の修正に伴う修正 

P5-14 第５ 第５節 

災害広報計画 

防災基本計画の修正に伴う修正 

文言の適正化 

恵庭市独自修正（コミュニティＦＭ） 

P5-16～

P5-27 

第５ 第６節 

避難対策計画 

防災基本計画の修正に伴う修正 

文言の適正化 

恵庭市独自修正（家庭動物の受入れ） 

P5-36 第５ 第９節 

交通応急対策計画 

北海道開発局による表現の適正化 

防災基本計画の修正に伴う修正 

P5-36 第５ 第１０節 

輸送計画 

防災基本計画修正に伴う修正 

P5-47 第５ 第１４節 

衣料、生活必需品等物資供給計画 

恵庭市独自修正（協定先への要請についての

文言を追加） 

P5-49 第５ 第１５節 

石油類燃料供給計画 

防災基本計画修正に伴う修正 

P5-50 第５ 第１６節 

電力施設災害応急計画 

北海道電力株式会社分社化による変更 

電力自由化により地域拡大のため削除 

P5-53 第５ 第１７節 

ガス施設災害応急計画 

標記の統一

P5-55～

P5-56 

第５ 第１８節 

医療救護・助産及び歯科医療救護計画

「北海道保健医療福祉調整本部設置要綱」の

制定による修正 

日本赤十字社による、委託協定書策定に基づ

く修正 

P5-59 第５ 第１９節 

防疫保健衛生計画  

誤字の補充 

P5-63 第５ 第２０節 

廃棄物処理等計画 

脱字の補充 

恵庭市独自修正（廃棄物処理計画の文言追記）

P5-68～

P5-69 

第５ 第２２節 

文教対策計画 

表現の適正化 

P5-71、

P5-73 

第５ 第２３節 

住宅対策計画 

防災基本計画修正に伴う修正 

標記の統一及び表現の適正化 
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P5-75 第５ 第２４節 

被災宅地安全対策計画 

脱字の補充 

P5-98 第５ 第３４節 

ボランティア活動の支援調整計画 

防災基本計画の修正に伴う修正 

P5-103 第５ 第３７節 

災害救助法の適用と実施 

日本赤十字社による委託協定書策定に基づく

修正 

P6-16 第６ 第４節 

事故災害対策計画 

防災基本計画の修正に伴う修正 

P6-31～

P6-35 

第６ 第７節 

大規模停電災害対策計画 

北海道電力株式会社分社化による変更 

標記の統一 

②地震災害対策編 

対照表貢 章 該当項目（本編ページ） 修正内容 

P1-1 第１ 第３節  

計画の効果的促進 

条例の表現と統一 

防災基本計画の修正に伴う修正 

北海道胆振東部地震の検証に基づく修正 

P4-3, 

P4-5 

章４ 第１節 

市民の心構え 

防災基本計画の修正に伴う修正 

P4-16 第４ 第１２節  

建築物等災害予防計画 

北海道耐震改修促進計画との整合性による修

正 

P4-19 第４ 第１６節 

業務継続計画の策定 

一般災害対策編に掲載する旨標記 

P5-2, 

P5-5 

第５ 第３節 

災害情報等の収集・伝達計画 

標記の統一 

現状に合わせた修正 
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４．防災会議【幹事会】（書面会議）での意見を反映した修正 

①一般災害対策編  

対照表貢 章 該当項目 修正内容 

P1-6 第１ 第６節 

防災関係機関等の処理すべき事務又は

業務の大綱 

誤字の修正 

P1-9 第１ 第７節 

市民及び事業所の基本的責務 

平常時の備えとして、マスク・消毒液の追記

P2-1

～

P2-2 

第２ 第１節 

自然条件 

令和２年度までの気象データの追記 

P3-2 第３ 第１節 

恵庭市防災会議 

防災会議の組織表修正 

P3-8 第３ 第３節 

防災情報等の通信体制 

脚注の修正 

P3-9 第３ 第３節 

防災情報等の通信体制 

表に現在年月日を追記 

P3-10 第３ 第３節 

防災情報等の通信体制

レベル 4水位の名称から、（特別警戒水位）の

削除 

P3-11 第３ 第３節 

防災情報等の通信体制

文言の修正 

P3-13

～

P3-14 

第３ 第３節 

防災情報等の通信体制

ＮＴＴ西日本松山センタを追記 

P4-5 第４ 第２節 

物資の調達・確保及び防災資機材の整

備 

平常時の準備として、マスク・消毒液の追記

P4-32 第４ 第１５節 

土砂災害予防計画 

避難勧告等のガイドライン（平成 31年 3 月内

閣府）に沿った修正 

P5-19 第５ 第６節 

避難対策計画 

避難勧告等のガイドライン（平成 31年 3 月内

閣府）に沿った修正（土砂災害情報の追記）

P6-35 第６ 第７節 

大規模停電災害対策計画 

情報通信連絡系統図の修正 
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②地震災害対策編 

対照表貢 章 該当項目（本編ページ） 修正内容 

P2-6 第２ 第１節  

自然条件 

北海道地域防災計画の記載に合わせた修正 

過去の地震データの修正及び追記 

P2-7

～

P2-8 

章２ 第２節 

被害の想定 

語句の誤りの修正 

P3-4

～

P3-5 

第３ 第２節  

地震に関する情報 

北海道地域防災計画の記載に合わせた修正 

発表基準やその内容の追記 

P3-6 第３ 第２節 

地震に関する情報 

画像ファイルの更新 

P4-17 第４ 第１４節 

液状化災害予防計画 

北海道地域防災計画の記載に合わせた修正 

P5-5 第５ 第３節 

災害情報等の収集・伝達計画 

J-ALERT 運用の修正 

③火山災害対策編 

対照表貢 章 該当項目（本編ページ） 修正内容 

P2-1 第２ 第１節  

火山の概況 

画像データの修正 

P3-1 章３ 第３節 

火山現象に関する情報 

文言の修正 

P3-6 第３ 第３節  

火山現象に関する情報 

樽前山の噴火警戒レベル表の修正 

P3-7 第３ 第３節  

火山現象に関する情報 

噴火速報の運用変更に伴う修正 

P3-10 第３ 第３節 

火山現象に関する情報 

機関名の修正 

P3-11 第３ 第３節 

火山現象に関する情報 

噴火警報等伝達系統図の修正 

P4-1 第４ 第１節 

観測及び調査研究 

部署名の修正 


